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こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

内閣総理大臣

こども政策担当大臣

幼稚園教育要領・
保育所保育指針
を相互に協議の上
共同で策定

司令塔機能

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

各府省から移管される事務

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関
する事務
○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

新たに行う・強化する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

文部科学省

総合調整権限に
基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振
興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、財
政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策
の一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づ
く基本方針等の策定
における関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年４月１日設立
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ：こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活用などの予防のためのこどもの死亡検証
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令和５年６月からの道の子ども関連組織について（イメージ）

（新）子ども政策局（旧）子ども未来推進局

少子化対策
保育園
保育人材
母子保健

少子化対策
保育園
保育人材

母子保健
ひとり親家庭
児童扶養手当

ひとり親家庭
児童扶養手当
障がい児支援（発達障がいを除く）
困難な問題を抱える女性支援

移行

子ども子育て支援課 子ども政策企画課

子ども家庭支援課

障がい児支援係

障がい児支援

障がい者保健福祉課

困難な問題を抱える女性支援

環境生活部

3



令和５年６月からの障がい児支援に係る所掌事務の移譲について（イメージ）

子ども家庭支援課
障がい児支援係

６ 発達障害者支援センター

７ 広域支援体制整備事業
（市町村子ども発達支援センター）

障がい者保健福祉課
発達支援係

１ 障がい児等支援連携体制整備事業
（教育と福祉の連携）

２ 障害児入所施設に関すること
３ 聴覚障がい児支援に関すること

４ 在宅の重度心身障がい児
５ 医療的ケア児支援の推進

１～３
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管

４～５
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管
（医療的ケア児支援部会で議論）

移管

８ 障害児入所施設・障害児通所支援事業所
の指定指導監査

障がい者保健福祉課
事業指導係

移管

８
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管

移管

4


